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景観条例利用の

住民説明会

2022年11月16日（水）・20日（日）・26日（土）

鵠南みどり会景観形成協議会



きょうの予定

• 来賓のご紹介（2分）

• 会長あいさつ（5分）

• これまでの歩み（5分）

• 基準案の説明（20分）

• 補足説明（10分）

• 質疑（15分）

• 今後の予定とあいさつ



これまでの歩み（1）

• 2017/4/10 ニュース26号 住民協定運営委員会活動開始。13名の委員任命

• 2017/10/1 ニュース28号・29号・30号・33号・34号・35号に関連記事

• 2019/10/7 動画作成「住民協定から景観へ」作成、YouTubeにアップロード

• 2019/12/15 ニュース36号「景観まちづくりのスタート」

• 2020/3 景観条例を検討することの賛否を問うアンケート実施、83％の賛同

• 2020/9/4 コロナ禍、運営委員会はZoomミーティングで開催

• 2020/10/25 ニュース39号 アンケートの結果報告

• 2021/6/25 ニュース40号 景観形成基準案を公示

• 2021/6/25 ホームページ「景観を考える」ページ新設

• 2021/9/10 景観形成基準案（公式ルールブック）全世帯配布

• 2021/8/20 動画作成「住民協定から景観へ・続編」作成、YouTubeにアップロード

• 2021/8/20 缶バッジ 組当番さんに120個配布

• 2021/8/27 キャンペーンポスター掲示みどり会掲示板3か所



これまでの歩み（2）

• 2021/10/17 第1回鵠沼歴史探訪

• 2021/11/5 HP更新 景観基準案を更新

• 2021/11/20 勉強会ニコニコ自治会の稲生氏を招き、委員が景観運用の実際を学ぶ

• 2021/12/5 第2回鵠沼歴史探訪

• 2022/2/5 ホームページ景観基準案を更新

• 2022/2/5 ニュース41号 最新の景観基準案を掲載

• 2022/2/17-20 組当番会議で景観動画視聴、基準案へのご意見をいただく

• 2022/3/12,13 景観形成講演会（株）セット谷社長、慶応大高橋先生を招いて講演会を開催

• 2022/3/22-28 新組当番会議 景観動画視聴、その後基準案へのご意見をいただく

• 2022/6/4 ネットアンケート 景観形成基準の主要項目につき個別賛否を問う

• 2022/10/10 最新の景観形成基準案をまとめ「まちのルールブック」として全世帯配布

• 2022/11 景観条例利用に関する住民説明会





基準案のご説明

藤沢市の計画 自治会の取組み 基本的な考え方

狭小住宅 まことちゃんハウス 基準全体図

そもそもなぜ？



鵠南みどり会 まちづくり説明会

ホントは大事な景観条例

2022年11月

トピック

１．“そもそもなぜ？”のお話

２．景観条例に基づくルール案について



１．“そもそもなぜ？”のお話

なぜ、景観まちづくり？

なぜ、自治会でやるの？

… 等々



藤沢市の計画として

20年を見据えた中長期的な計画

防 災

狭隘道路や行き止まり道路も多く生活道路が不十分であるとともに、近年の宅地
細分化により、さらに地震災害等への危険度が高まっています。さらに、津波・
高潮や浸水等の災害危険度が高い地区となっています。

景 観

別荘地等として開発され、松による屋敷林等があるゆとりある低層戸建住宅地を
形成していますが、相続等に伴う宅地の細分化、行き止まり道路の増加、近接地
での中高層建物の建設等により、良好な風致環境が失われつつあります。地区の
資産でもある居住環境の維持・保全に向けた取組、誘導策が期待されます。

藤沢市の都市計画では、鵠沼は「防災」と「景観」が課題で、“宅地の細分化”が共通の要因です。

また、居住環境そのものがまちの資産と位置付けられ、維持・保全の取組が必要とされています。

鵠沼については…



藤沢市の計画として

景観法に基づく制度 ＝ 藤沢市景観条例

鵠沼の居住環境の質を保つために景観条例を活用していくことが

藤沢市の中長期的なまちづくりの基本方針にあります。

まちづくりの基本方針（前掲の藤沢市都市マスタープラン）



現在の都市計画のルールは望ましい住環境を実現するには不十分であり、

補完する取り組みが望まれるものの、その主導権は住民側にあります。

まちの基本機能を決める

用途地域（都市計画法）

第一種低層住居専用地域

近隣商業地域（一部）

鵠沼に関係する都市計画のルール

緑や景観を守る

風致地区（都市計画法）

第三号

鵠沼風致地区

※ 範囲にばらつきあり

最低限度の環境は確保できるものの、

望ましいまちの姿を実現するには不十分なルール。

きめ細かなまちづくりを補完する取り組みが必要。

※国交省「都市計画運用指針」の説明を要約

指定から50年以上が経ち、住民も増加の一途のため

全域で範囲や内容の見直しを行う調整は困難。

住民の意思がまとまっているエリアから支援する方針。

当会では… 当会では…

※市議会議事録や過去の市との協議等より

藤沢市の計画として



自治会の取り組みとして

まちに適したルールづくりの主導権が住民にあるとはいえ、個人では実現できません。

そこで、鵠南みどり会では自治会の活動テーマと位置づけ、取り組んでいます。

藤沢市のホームページ

鵠沼では自治会・町内会が

“自治の活動”の一環として

取り組んでいます。

※藤沢市に限らず、全国でも自治会・町内会で

取り組むケースが多く見られます



自治会の取り組みとして

これまでの検討から、皆さんが持つまちづくりへの想いや問題解決はすぐにはできません。

しかし、景観条例に関する活動は、それらの実現に寄与するものと考えています。

「このまま放っておいても良くなることはない」

「行政や事業者等による解決を待っていたら、鵠沼らしさは残らない」

「景観条例に関する活動をすれば、問題解決のチャンスが広がる」

自治会員の

皆さんの声を集める

想い、不安

アイデア

専門的な検討

建築／不動産

法律／政策／学問

先進事例 等

住民協定の運営を

通じた経験

まちが良くなる事例

まちを悪くする事例

これまでに…

わかったこと



２．景観条例に基づくルール案について

ルールの考え方

ルールの内容

今後の流れ



鵠沼をつくってきた

基礎的なルール

風致地区条例、都市計画法

指導要綱 等

基本的な考え方

住民感覚とのズレ

指定範囲のバラつき
専門的解釈がわかりづらい 等

運営に改善が必要

鵠南みどり会

住民協定

生活者目線で大切なことを明記

トラブル予防のために

自治会で支援

事前協議の負担が大きい
協定軽視の場合は近隣にも負担 等

鵠南みどり会

景観形成基準
［景観条例］

守られる規定は効果的運用へ

事前協議の負担を軽減

今回、ご提案するルールは、新しく挑戦的な内容ではなく、
鵠南みどり会のまちづくりに必要で、実現可能な内容を、効果的に運用していくためのものです。

まちづくりのエネルギーを
つぎの活動へ！

補強 補強



景観条例で予防したいこと

合法的な家が、必ずしも近隣の生活やまちの環境を豊かにしてくれるとは限りません。

“駅近・割安で人気「木造3階建て」”

をアピールする都心型物件は、鵠沼でも合法
的に建てられます。

また、住民協定の運営の際に、関西の事業者
がまちの現場や環境を見ないで、必要な機能
を区画に納めることしか考えていないケース
への対応もありました。



景観条例で予防したいこと

建物のデザインは、合法的であっても生活に支障があると近隣トラブルに繋がります。
近隣トラブルはその後の生活にも、また不動産の条件としてもマイナスに作用します。

まことちゃんハウス訴訟

事の発端は建築の差し止めを求める仮処分を2007年８月、
原告住民が東京地裁に申請したところから始まりました。

しかし、２カ月後の10月12日、請求は却下されてしまい、
訴訟に発展。原告住民の主張は以下の３点です。

・赤と白のストライプの外壁を撤去すること
・屋根に取り付けた赤色の円塔から外が覗けないよう
目隠しをすること
・外壁を撤去するまで、原告に毎月10万円を支払うこと

※裁判の結果、原告側の主張は全面的に退けられました



景観形成基準の構成

１．届け出の対象となる行為
1-1 建築物の建築等
1-2 工作物の築造及び設置

２．鵠南みどり会内にある
近隣商業地域の扱いについて

３．手続きの流れ

目標と方針 景観形成基準の内容 景観基準の管理

１．景観形成の目標

２．景観形成の方針
2-1 土地利用
2-2 地区施設
2-3 建築物等
2-4 工作物
2-5 緑化
2-6 景観管理

１．敷地の最小規模

２．壁面の位置の制限

３．建物の高さ

４．建築物の形態意匠

５．工作物の制限
5-1 垣・柵
5-2 擁壁
5-3 駐車場

６．緑化
6-1 緑地率
6-2 緑化の位置
6-3 樹木の保全

☑ まちづくりの「目標と方針」、具体的な「基準」、そのための「管理（手続き）」で構成します。



☑ 鵠南みどり会と同じ範囲です。

☑ ただし、駅前の「近隣商業地域」では
基準は配慮事項とします。

（建物の色彩、緑化）

対象エリア（基準の適用範囲）

鵠南みどり会エリア

鵠南みどり会には、都市計画法の２つの地域
が含まれています

‐第一種低層住居専用地域（住環境を最優先）
‐近隣商業地域（日用品販売や飲食店が主）



目標と方針 － １．景観形成の目標

・湘南の太陽と海風（豊かな自然）のめぐみを受けて、緑豊かな鵠沼は住生活の場として、時代を
超えて多くの人々を魅了して来ました。その快適で安心な生活環境を守り、改善を図りつつ、
松が岡地区の伸びやかで明るい景観形成に努めます。

・自然環境と調和した緑の多い低層住宅地区として、各宅地内の木々や草花が連なり、道路空間と
一体となった潤いのある街なみを形成します。

・地域の住文化を継承する風情ある建物や、野鳥が訪れる庭など、人々に共通の環境・景観資源を
大切にします。

☑ 「景観」は見た目だけの話ではなく、住生活の魅力や安心、自然との共生、文化の継承、

そして、世代を超えて“住みたい”と思える住環境の話となります。



目標と方針 － ２．景観形成の方針 [1]

2-1 土地利用

宅地の規模やその豊かな緑の維持・保全を図るとともに人と車に配慮した道路空間の整備で、
生活しやすく潤いとゆとりある湘南鵠沼らしいまちづくりを進めます。

2-2 地区施設

公園や公共施設は本地区の街なみとの調和を図ります。

まちの憩いの場、語らいの場として活用でき、地域性の感じられる植栽を行うなど、明るく
親しみのもてる場となるよう工夫します。

☑ 景観条例では、「土地利用」「地区施設」「建築物等」「工作物」「緑化」「景観管理」の

６項目の方針を示す必要があり、それぞれに目標を達成する考え方を記載しています。



目標と方針 － ２．景観形成の方針 [2]

2-3 建築物等

建築物のデザインは、落ち着いた住宅地としての雰囲気を重視し、外壁の色やデザインを相互に
調和させます。また、みどり豊かな住環境を守り、防災上安全で、良好な街なみ景観を育てるた
め、次の事項に取り組みます。

‐建物は道路境界、隣地境界から壁面後退を行います。

‐また、周辺への影響を配慮し、建物の高さは低層住居専用地域として周囲の住居と調和した
ものとします。

‐閑静な住宅環境を維持するため、落ち着いた色彩や建築デザインを用いるよう配慮します。

☑ 景観条例では、「土地利用」「地区施設」「建築物等」「工作物」「緑化」「景観管理」の

６項目の方針を示す必要があり、それぞれに目標を達成する考え方を記載しています。



目標と方針 － ２．景観形成の方針 [3]

2-4 工作物

垣・柵などの外構の工作物は、道路から見た街なみを構成する最も重要な要素です。ブロック塀
やコンクリート壁は最小限として、可能な限り自然素材を用い、圧迫感の少ない、潤いのある道
路空間を創出します。

2-5 緑化

文化の香り豊かな鵠沼を代表する地区として、現存する緑を守り、豊かな緑ある環境を育てるこ
とにより、景観形成を図ります。道路から見える緑地を重要視し、接道部分への重点的な緑化を
図り、潤いのある街なみ景観を創出します。

☑ 景観条例では、「土地利用」「地区施設」「建築物等」「工作物」「緑化」「景観管理」の

６項目の方針を示す必要があり、それぞれに目標を達成する考え方を記載しています。



目標と方針 － ２．景観形成の方針 [4]

2-6 景観管理

(1) 景観形成基準と住民協定

住民協定の運用の結果、地域の生活者の視点から様々なルールが提案され、取り入れられてきま
した。この度そのルールを景観形成基準として定めました。鵠南みどり会住民協定の理念のもと
で、本景観形成基準の運用を図ります。

☑ 景観条例では、「土地利用」「地区施設」「建築物等」「工作物」「緑化」「景観管理」の

６項目の方針を示す必要があり、それぞれに目標を達成する考え方を記載しています。



目標と方針 － ２．景観形成の方針 [5]

2-6 景観管理

(2) 建築・開発行為に係る計画段階における協議

鵠南みどり会の景観形成地区では、「人の和」を大切にし、住民・行政・事業者の早期コミュニ
ケーションを図ります。

景観の急激な変化は地域コミュニティへの影響が大きいため、事業者は、樹木の伐採や家屋の解
体など計画の初期段階で市または鵠南みどり会景観形成協議会と調整を行うこととします。

※鵠南みどり会景観形成地区における審査基準については、ただし書きの適用を含め、藤沢市計画
建築部街なみ景観課による「藤沢市風致地区条例の運用等に関する審査基準・取扱基準」を準用
するものとします。

☑ 景観条例では、「土地利用」「地区施設」「建築物等」「工作物」「緑化」「景観管理」の

６項目の方針を示す必要があり、それぞれに目標を達成する考え方を記載しています。



景観形成基準 － 概要



景観形成基準 － １．最小敷地規模

☑ 敷地規模は、「緑を植える最低限のスペースを確保」「災害時のリスク増大の予防」「開発に

伴う周辺環境の急変」等で必要な規定であり、藤沢市の都市計画でも課題と明記されています。

地域の現状の敷地規模の維持を図りつつ、敷地の最小面積は132㎡（約40坪）を基準とする。

ただし、周囲の景観と調和すると認められる場合は、この限りではない。

132㎡（約40坪）は、藤沢市が一定規模の開発の際の
最低基準としている数値（※）で、これまでの住民協定
でも基準として運用してきた実績のある数値です。

※藤沢市特定開発事業等に係る手続及び基準に関する条例

補足

「ルールが厳しすぎて人が来なくなる」との懸念も
ありましたが、実際にはルールは住環境を保証する
付加価値としてアピールされ、取り扱いできる事業
者がいなくなることはありません。[事業者ヒアリングより]



景観形成基準 － ２．壁面の位置の制限

☑ 壁面の位置は、緑化のスペースを確保すると共に、通風等の衛生面や避難や落雪対策等の防災面

に影響する規定です。

敷地周辺に対する配慮として、敷地
境界周囲にゆとりを持たせるため、
壁面の位置を以下の通りとする。

（１）建物の外壁又はこれに代わる
柱の面から道路境界線までの
距離を、1.5ｍ以上確保する。

（２）建物の外壁又はこれに代わる
柱の面から隣地境界線までの
距離を、1.0ｍ以上確保する。

ただし、周囲の景観と調和すると認
められる場合は、この限りでない。



景観形成基準 － ３．建物高さ

☑ 建物高さは、道や隣地への採光を確保すると共に、圧迫感の解消や、通風等の衛生面に影響する

規定です。

建物の高さは、建築基準法上の高さ8ｍ以下とする。

ただし、周囲の景観と調和すると認められる場合は、この限りでない。
高さ８m以下は、藤沢市
が2009年まで指導基準と
していた数値で、鵠沼の
建物の多くがこの範囲で
建てられています。

法律上は10mまで建てら
れますが、著しい高低差
は隣地周辺の環境を悪化
させるため、住民協定で
規定し、その運用効果か
ら景観条例で明記するこ
とにしました

補足



景観形成基準 － ４．建築物の形態意匠

☑ 建物の色彩は、まちのイメージ形成に大きく影響します。

※ 本基準は、藤沢市風致地区条例と同じ内容になります。

建築物の屋根、外壁の色彩は、極端な原色、色彩を避け、周囲の景観との調和に努める。
屋根の色彩基準は別表１による。
外壁の色彩基準は別表２による。
ただし、周囲の景観と調和すると認められる場合は、この限りでない。



景観形成基準 － ５．工作物の制限

☑ 工作物は、道路から見た街なみを構成する最も重要な要素であり、緑豊かな鵠沼に調和する自然

素材を利用します。

5-1 垣・柵

道路境界線上、垣又は柵の構造は、生垣又は木材、石材、竹垣等の自然素材、また透視
可能な高さ1.5ｍ以下のフェンス等と植栽を組み合わせたものなどにより緑化に努める。
ただし、フェンス等の基礎で高さが0.6ｍ以下のもの又は門柱にあっては、この限りでない。

5-2 擁壁

自然石擁壁、自然石と違和感の少ない擁壁（コンクリートはつり等）又は前面、上部、壁面
等に緑化を施した擁壁とする。

（１）擁壁等は、前面道路からの平均高さ3ｍ以下とする。前面道路からの高さ2ｍを
超える擁壁については、勾配75度以下とするよう努める。

（２）仕上げは、自然石もしくはこれに類するもの、又は擁壁の法面や上部に芝や低木等
の緑化を施したものとする。



景観形成基準 － ５．工作物の制限

☑ 工作物は、道路から見た街なみを構成する最も重要な要素であり、緑豊かな鵠沼に調和する自然

素材を利用します。

5-3 駐車場

駐車場・駐輪場は可能な限り
通りから見えない位置に配置
する。

又は通りから望見される位置
に配置する場合においては、
平面駐車場・駐輪場とし、透
水性のある素材を用いた仕上
げもしくは緑化を施す。



景観形成基準 － ６．緑化

☑ 緑化は、鵠沼のイメージには欠かせないものであり、自然との共存や日差し除け等にも影響しま

す。 ※ 本基準は、藤沢市風致地区条例と同じ内容になります。

6-1 緑化率

土地利用の場合、500㎡未満については
敷地面積の10％以上、500㎡以上につい
ては20％以上の緑化を施す。

建築物の新築・増築の場合、敷地面積の
20％以上の緑化を施す。

ただし、周囲の景観と調和すると認めら
れる場合は、この限りでない。

6-2 緑化の位置

接道部の緑化を促進するため、敷地の接
道部総延長の1/2以上を緑化する。

道路間口の道路から見える部分の緑化は
これに代えることが出来る。



景観形成基準 － ６．緑化

☑ 緑化は、鵠沼のイメージには欠かせないものであり、自然との共存や日差し除け等にも影響しま

す。 ※ 本基準は、藤沢市風致地区条例と同じ内容になります。

6―3 樹木の保全（木竹の伐採・緑の保全・維持）

（１）木竹の伐採については、最小限に努め、道路境界線から1.5ｍ及び隣地との境界から1ｍ以内の樹木は根
の養生と保護を行い、可能な限り伐採しない。

（２）高さ5ｍ以上の樹木は、可能な限り伐採しない。 伐採を行う場合は、その周辺環境を良好に維持できる
よう代替処置を講じる。



景観基準の管理 － １．届出の対象となる行為

1―1 建築物の建築等（建築基準法第2条第1号に定めるもの全て）

□新築 □増築 □改築 □移転 □外観を変更することとなる修繕・模様替え □色彩の変更

1―2 工作物の築造及び設置

□新築 □増築 □改築 □移転 □外観を変更することとなる修繕・模様替え □色彩の変更

規模 ○高さが２ｍを超える記念塔、装飾塔、物見塔

○高さが２ｍを超える擁壁

○高さが１．５ｍを超える垣又はさく。

○物の製造、若しくは貯蔵の用に供する施設、供給施設又は処理施設で、高さが１．５ｍを超えるもの

○高さが１．５ｍを超える自動車車庫

○高さが１．５ｍを超える自転車等駐車場

○その他の工作物で高さが１０ｍを超えるもの



景観基準の管理 － ３．手続きの流れ

☑ これまでの住民協定では、事前協議を呼び掛けていましたが、無視されてしまうケースもあり、

大変な苦労がありましたが、景観形成地区になると事前協議が必ず実施されるようになります。



今後の進め方

☑ 今後、皆さまの賛否確認等、以下の必要な手続きを進める中で内容の修正・変更が生じる可能性

もあります。修正・変更の内容に応じて、必要な周知や意見募集を行う予定です。

自治会員の
賛否とご意見の確認

地権者の
賛否とご意見の確認

藤沢市景観審議会
藤沢市都市計画審議会

のご意見

藤沢市役所の
最終的な承認や
運用上の調整

日々の居住環境を支える
生活者の意識を確認します

地域内外の地権者に
意識を確認します。

法律上は次の両基準を
満たす必要があります

① 権利者数の2/3以上
② 面積の2/3以上

藤沢市が設置する有識者の
会議で見解を伺います

運用は藤沢市役所の業務と
なるため、調整をします

次の調整作業のために
権利者状況を確認します



質疑応答



これまでの歩み



2017年～2018年住民協定の成立

•住民協定委員会スタート13名の委員

•鵠南みどり会ニュースで活動を報告



2019年協定無視の業者にどう対処？

•景観条例を利用するこ
とを検討

•動画を作成 YouTube
にアップ



2020年景観条例の検討を打診

•アンケートで景観条例利用の検討は
80％以上の賛同

•コロナ禍でZOOMでの運営委員会

•ニュース39号でアンケート結果報告



2021年景観形成基準案ができた！

•ホームページに「景観を考える」ページ掲載

•景観形成基準案をルールブックとして全世帯配布

•動画の続編を作成、YouTubeにアップ

•缶バッジ配布、キャンペーンポスターを掲示板に

•鵠沼歴史探訪を2回開催



2022年皆様とのコミュニケーション

•組当番会議で意見交換

•ネットアンケートで基準の個別賛否

•最新の基準案を「まちのルールブック」
として全世帯配布

•住民説明会



ご清聴、ありがとうございました



鵠南みどり会住民説明会発表資料 

 

トップ画面の音声ファイル 

歌：「ようこそ、このまちへ」 

 

「これまでの歩み」のアナウンス（音声） 

（機械認識のためにあえてひらがなで表記した部分があります。） 

 

こうなんみどり会の、景観への取り組みを見ていきましょう 

 

2017 年に 13 名の委員を任命して、住民協定運営委員会が活動を開始しました。このころは自治会もデジタル化されていなかったので、活動はもっぱらみどり会ニ

ュースで伝えました。 

 

2 年間の運営経験で、協定を無視する業者さんがいることに、委員一同は頭を痛め、時には自分たちの無力に涙しました。そこで景観条例を利用してはと考え、その

経緯を動画にまとめユーチューブにアップロードしました。 

 

2020 年になるとコロナ真っ最中となりますが、委員たちはズームで会議を継続します。そしてみなさまにアンケートで、これからも景観条例利用を検討していいで

しょうかと問いかけました。結果はニュース 39 号に掲載しましたが、80％以上の賛同を得ることができました。 

 

このアンケート結果を得て、住民協定運営委員会の委員を中心に、藤沢市に景観形成準備会の結成を届けました。景観条例のルールを、基準といいますが、その基準

案をまとめてルールブックとして皆様にお届けしました。一方、委員の岡田氏を講師に、くげぬま歴史探訪の会を 2 回開催したり、キャンペーンのバッジやポスタ

ーを作り、まちへの愛着と関心を高めていただく工夫をしてきました。 

 

そして 2022 年を迎え、景観形成準備会も、景観形成協議会へと昇格し、住民の皆様とのコミュニケーションを充実させようとの方針で、新旧の組とうばんさんの会

議で、みなさまとの意見交換を行いました。またネットアンケートで個別の基準についての、賛否を伺い、反対意見もホームページに掲載し、わたしたちのメッセー

ジもそえました。それらのまとめとして 10 月に最新版の景観形成基準案を全世帯に配布、今日の住民説明会にいたっております。 

 

ご清聴、ありがとうございました。 




